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限度額適用認定証をご利用ください…６
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写真提供　別所温泉観光協会岳の幟

内　　容 健康保険・厚生年金保険及び国民年金の適用及び給付について

※1事業所2名まで（同一の会場・時間でなくても可）

※会費未納事業所及び非会員事業所は、1名につき1,200円（資料代）を申し受けます。

※定員になり次第、締切とさせていただきます。

下記のとおり講習会を開催いたします。
ご都合のよい会場へご参加ください。

社会保険事務講習会のお知らせ

募集定員 各会場 100名
講　　師 日本年金機構年金事務所職員、全国健康保険協会長野支部職員

費　　用 無料
申込方法 下記の参加申込書にご記入いただき、FAX にてお申し込みください。

参加者には、後日ハガキにより受付票を送付いたします。
（受付票が届かない場合は、FAXが届いていないかと思われますので、ご連絡をお願いします）

申込期限 平成28年8月22日㈪

参加申込書

〒

（　　　　　　　）　　　　　　　　　　－

参 加 者 氏 名 会 場
午前
午後

※ご記入いただきました個人情報は、本事業の運営及びそれに関するご連絡・ご案内以外には使用いたしません。

＊長野会場については希望時間も明記してください。

（例 01いろは）

フ リ ガ ナ

事業所整理記号

事 業 所 名 称

事業所所在地

電 話 番 号

（一財）長野県社会保険協会東北信事務センター
TEL 026-227-1455FAX 026-223-4876お申し込み

中信会場 9/13㈫ アルウィン
・松本市神林5300

伊那会場 10/25㈫ 伊那文化会館
・伊那市西町5776

長野会場 9/20㈫
10：00～12：00
14：00～16：00

時間
東信会場 9/8㈭ 小諸市公民館

・小諸市甲1275-214：00～16：00時間

13：30～15：30時間

飯田会場 10/21㈮ 飯田文化会館
・飯田市高羽町5-5-113：30～15：30時間 13：30～15：30時間

南信会場 9/16㈮ イルフプラザ3F
・岡谷市中央町1-11-110：00～12：00時間

（一財）長野県社会保険協会中南信事務センター
TEL 0266-21-2422FAX 0266-21-2423お申し込み

参 加 者 氏 名 会 場
午前
午後

フ リ ガ ナ

ホテル信濃路
・長野市中御所岡田町131-4
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被保険者に賞与を支払ったときは、支払日から５日以内に
「賞与支払届」と「賞与支払届総括表」をご提出ください。こ
の届出により、保険料や将来受け取る年金額等の計算の基礎と
なる「標準賞与額」を決定します。

賞与支払予定月を当機構に登録している事業所には、その予
定月の前月に届出用紙を送付します。賞与支払予定月を登録し
ていない場合は送付されませんので、日本年金機構ホームペー
ジの「申請・届出様式」からダウンロードするか、年金事務所
からお取り寄せください。
登録している賞与支払予定月に支払いがない場合でも、「賞
与支払届総括表」の提出は必要となりますので、ご注意くださ
い。
年４回以上賞与を支払う場合は、「標準報酬月額」（算定基礎届）に算入するこ
とになり、「賞与支払届」の提出は不要です。

日本年金機構における各種届書の審査・入力・決定事務等は、現在各都道府県事務
センターで行っています。
この度、一層の事務の効率化及び標準化を進めるため、長野事務センターと埼玉事
務センターを埼玉広域事務センターに統合することとなりました。

【広域事務センター】
　名　称：埼玉広域事務センター
　所在地：〒330-8530
　　　　　埼玉県さいたま市浦和区針ケ谷４-２-20
　　　　　住友生命浦和テクノシティビル３階
【統合される事務センター】
　長野事務センター、埼玉事務センター
【統合日】
　平成28年10月１日

《埼玉広域事務センター新設に伴う届書の送付について》
現在、長野事務センターへ送付している各種届書については、

送付してください。
※埼玉広域事務センターは現在の長野事務センターと同じく郵送のみの受付となります。なお、届書
　作成や制度についてのご相談等は年金事務所へお問い合わせください。
※電子申請（e-Gov）を利用した届出については、提出先に変更はありません。
　（現行と同様に、管轄の年金事務所（長野事務センター）を選択してください。）

◆年金受給者にかかる賞与支払届の注意点
　年金を受給している方が会社で勤務されている場合には、老齢厚生年金の額と、給
与や賞与の額に応じて、年金の一部または全額
が支給停止となることがあります。従業員に賞
与を支給した場合には、「賞与支払届」の提出
が必要です。届出の提出が遅れると、さかのぼ
って年金額の調整が行われる場合がありますの
で、必ず賞与が支給された日から５日以内に提
出してください。

Q

A

従業員に「賞与」を支払ったときは、どのような手続きが必要でしょうか

日本年金機構からのお知らせ

事業主の
皆様へ 知っておきたい“適用関係届等のQ&A”

日本年金機構からのお知らせ

◎詳しくは年金事務所・厚生年金適用調査課にお問い合わせください。

「賞与支払届」の提出は

長野事務センターと
埼玉事務センターを します統合

平成28年10月１日以降は埼玉広域事務センターへ平成28年10月１日以降は埼玉広域事務センターへ

埼玉事務センター

埼玉広域事務センター
統合

長野事務センター
廃止



4
協会だより　ながの

5
協会だより　ながの

平成28年８月 平成28年８月

被保険者に賞与を支払ったときは、支払日から５日以内に
「賞与支払届」と「賞与支払届総括表」をご提出ください。こ
の届出により、保険料や将来受け取る年金額等の計算の基礎と
なる「標準賞与額」を決定します。

賞与支払予定月を当機構に登録している事業所には、その予
定月の前月に届出用紙を送付します。賞与支払予定月を登録し
ていない場合は送付されませんので、日本年金機構ホームペー
ジの「申請・届出様式」からダウンロードするか、年金事務所
からお取り寄せください。
登録している賞与支払予定月に支払いがない場合でも、「賞
与支払届総括表」の提出は必要となりますので、ご注意くださ
い。
年４回以上賞与を支払う場合は、「標準報酬月額」（算定基礎届）に算入するこ
とになり、「賞与支払届」の提出は不要です。

日本年金機構における各種届書の審査・入力・決定事務等は、現在各都道府県事務
センターで行っています。
この度、一層の事務の効率化及び標準化を進めるため、長野事務センターと埼玉事
務センターを埼玉広域事務センターに統合することとなりました。

【広域事務センター】
　名　称：埼玉広域事務センター
　所在地：〒330-8530
　　　　　埼玉県さいたま市浦和区針ケ谷４-２-20
　　　　　住友生命浦和テクノシティビル３階
【統合される事務センター】
　長野事務センター、埼玉事務センター
【統合日】
　平成28年10月１日

《埼玉広域事務センター新設に伴う届書の送付について》
現在、長野事務センターへ送付している各種届書については、

送付してください。
※埼玉広域事務センターは現在の長野事務センターと同じく郵送のみの受付となります。なお、届書
　作成や制度についてのご相談等は年金事務所へお問い合わせください。
※電子申請（e-Gov）を利用した届出については、提出先に変更はありません。
　（現行と同様に、管轄の年金事務所（長野事務センター）を選択してください。）

◆年金受給者にかかる賞与支払届の注意点
　年金を受給している方が会社で勤務されている場合には、老齢厚生年金の額と、給
与や賞与の額に応じて、年金の一部または全額
が支給停止となることがあります。従業員に賞
与を支給した場合には、「賞与支払届」の提出
が必要です。届出の提出が遅れると、さかのぼ
って年金額の調整が行われる場合がありますの
で、必ず賞与が支給された日から５日以内に提
出してください。

Q

A

従業員に「賞与」を支払ったときは、どのような手続きが必要でしょうか

日本年金機構からのお知らせ

事業主の
皆様へ 知っておきたい“適用関係届等のQ&A”

日本年金機構からのお知らせ

◎詳しくは年金事務所・厚生年金適用調査課にお問い合わせください。

「賞与支払届」の提出は

長野事務センターと
埼玉事務センターを します統合

平成28年10月１日以降は埼玉広域事務センターへ平成28年10月１日以降は埼玉広域事務センターへ

埼玉事務センター

埼玉広域事務センター
統合

長野事務センター
廃止







CONTENTS 長野県社会保険協会からのお知らせ
役員改選　会長に神林氏再任…………２
平成27年度事業報告・収支決算報告 …2・3
日本年金機構からのお知らせ
知っておきたい“適用関係届のQ＆A”…4
長野事務センターと埼玉事務センターを統合します…５

協会けんぽからのお知らせ
限度額適用認定証をご利用ください…６
健康管理セミナーを開催いたします…７
長野県社会保険協会からのお知らせ
社会保険事務講習会のお知らせ………８

写真提供　別所温泉観光協会岳の幟

内　　容 健康保険・厚生年金保険及び国民年金の適用及び給付について

※1事業所2名まで（同一の会場・時間でなくても可）

※会費未納事業所及び非会員事業所は、1名につき1,200円（資料代）を申し受けます。

※定員になり次第、締切とさせていただきます。

下記のとおり講習会を開催いたします。
ご都合のよい会場へご参加ください。

社会保険事務講習会のお知らせ

募集定員 各会場 100名
講　　師 日本年金機構年金事務所職員、全国健康保険協会長野支部職員

費　　用 無料
申込方法 下記の参加申込書にご記入いただき、FAX にてお申し込みください。

参加者には、後日ハガキにより受付票を送付いたします。
（受付票が届かない場合は、FAXが届いていないかと思われますので、ご連絡をお願いします）

申込期限 平成28年8月22日㈪

参加申込書

〒

（　　　　　　　）　　　　　　　　　　－

参 加 者 氏 名 会 場
午前
午後

※ご記入いただきました個人情報は、本事業の運営及びそれに関するご連絡・ご案内以外には使用いたしません。

＊長野会場については希望時間も明記してください。

（例 01いろは）

フ リ ガ ナ

事業所整理記号

事 業 所 名 称

事業所所在地

電 話 番 号

（一財）長野県社会保険協会東北信事務センター
TEL 026-227-1455FAX 026-223-4876お申し込み

中信会場 9/13㈫ アルウィン
・松本市神林5300

伊那会場 10/25㈫ 伊那文化会館
・伊那市西町5776

長野会場 9/20㈫
10：00～12：00
14：00～16：00

時間
東信会場 9/8㈭ 小諸市公民館

・小諸市甲1275-214：00～16：00時間

13：30～15：30時間

飯田会場 10/21㈮ 飯田文化会館
・飯田市高羽町5-5-113：30～15：30時間 13：30～15：30時間

南信会場 9/16㈮ イルフプラザ3F
・岡谷市中央町1-11-110：00～12：00時間

（一財）長野県社会保険協会中南信事務センター
TEL 0266-21-2422FAX 0266-21-2423お申し込み

参 加 者 氏 名 会 場
午前
午後

フ リ ガ ナ

ホテル信濃路
・長野市中御所岡田町131-4

8
協会だより　ながの

平成28年８月

発
行

　一
般
財
団
法
人
長
野
県
社
会
保
険
協
会

　蕁
0
2
6
（
2
2
6
）
5
2
4
0

No.24
平成28年8月発行

協会だより

長野電鉄　屋代線　信濃川田駅付近

一般財団法人 長野県社会保険協会

kuranouchi
取り消し線

kuranouchi
取り消し線

kuranouchi
取り消し線

kuranouchi
取り消し線

kuranouchi
取り消し線

kuranouchi
取り消し線

kuranouchi
取り消し線

kuranouchi
テキストボックス
定員になりました 

kuranouchi
テキストボックス
定員になりました 




